


【国保】 
 

D-255 心電図（高血圧症に対する回数） 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、高血圧症のみの病名に対する心電図の算定は、6 か月に 1

回まで認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 心電図は高血圧症を基礎疾患とする合併症の有無を把握するため、初診

時のスクリーニングとして認めるほか、心拡大や左室肥大等高血圧性の変

化等の確認のため、6 か月に 1 回の心電図検査は認められると整理した。 

 


